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磐田市農業委員会総会議事録 
 

１ 開催日時   令和８年５月18日（月） 午後２時00分から 

 

２ 開催場所   磐田市役所西庁舎３階302・303会議室 

 

３ 出席委員   １番 鈴木 則和  ２番 佐野 一正  ３番 角田 誠哉 

                                      

                             ９番 大千賀子 

         1 0番 鈴木 茂仁  1 1番 澤田 和孝  12番 大橋 安男 

         13番 村田 暢之  1 4番 石野 計美  1 5番 藤原 隆 

         16番 田中 昌孝  1 7番 池田 藤平  18番 鈴木 陽介 

         19番 安田 正晃 

 

４ 欠席委員   ４番 鈴木 孝尚  ５番 鈴木 千智  ６番 溝口 貴也 

７番 石川 良二  ８番 小城 寿子 

 

５ 議事日程 

      第１ 議事録署名人の指名 

      第２ 会議書記の指名 

      第３ 議案第３号 農地法第３条の規定による許可について 

         議案第４号 農地法第４条の規定による許可について 

         議案第５号 事業計画変更承認について 

         議案第６号 農地法第５条の規定による許可について 

報告第５号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第６号 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出について 

報告第７号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 

６ 事務局出席者  新井課長  石川主査  川口主任  市川主事 

 

７ 議  事 

  

会  長） 

 それでは、ただいまから５月定例会を開会いたします。在任委員19名中15名が出席していますので、本会

は成立しております。議事日程第１の議事録署名委員の指名ですが、私から指名させていただいてご異議あり

ませんか。 

課 長 ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 課   僚 担 当 
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   （異議なし） 

 それでは、10 番鈴木茂仁委員、11 番澤田和孝委員を指名します。議事録署名委員の方々は、来月の総会の

際に事務局職員が作成した総会議事録を確認いただき、署名をしていただきます。次に、議事日程第２の会議

書記の指名を行います。本日の会議書記には、農業委員会事務局職員の川口さんを指名いたします。 

 

議  長） 

 議事に入る前に、今月の案内図・配置図につきまして、訂正事項があるということですので、事務局から説

明を求めます。 

 

事 務 局） 

案内図・配置図9ページをご覧ください。 

案内図の申請地赤線の囲いを修正しました。 

配置図12ページをご覧ください。 

東側水路との境界に柵板を設置する計画に変更になりまして、図面に記載しました。 

 

訂正は以上でございます。申し訳ございませんでした。 

 

議  長） 

 それでは、議事に入ります。今月の議事の進行ですが、議案第６号 「農地法第５条の規定による許可につい

て」の整理番号４番を先に議案として上程します。なお、本審議案件につきまして、議席番号19 番の安田委

員は、農業委員会等に関する法律第31 条「議事参与の制限」の規定により、この案件に限り、議事参与がで

きませんので、退席をお願いいたします。  

（退席確認） 

それでは、整理番号４番につきまして、事務局から説明を求めます。 

 

 

事 務 局） 

議案書５ページから７ページをご覧ください。案内図及び配置図は 13 ページから 14 ページをご覧くださ

い。 

議案第６号「農地法第５条の規定による許可について」、農地を農地以外のものにするため、その農地につ

き所有権を移転し又はその他の権利を設定しようとする農地法第５条の規定により、次のとおり申請があった

ので審議を求める。 

令和８年５月18日提出  磐田市農業委員会会長 大 千賀子 

 

整理番号４番、福田地区、申請地、申請人は、議案書のとおりです。申請地「福田2516番外38筆」、地目

畑、面積24,903㎡です。賃貸借の権利設定の案件です。 

賃貸人は、福田中島743番地1、太田裕二外29名、賃借人は、浜松市中央区笠井新田町663番地の２、有限

会社 杉田開発 代表取締役 杉田 誠、転用目的は、砂利採取で許可日から２年間の一時転用です。 

申請人は、市外に本店住所を置き、砂利採取事業を営む法人です。骨材資源確保のため、良質な砂利層が期

待できる当地で、許可日から２年間の砂利採取のため、一時転用したく、申請するものです。本案件につきま

しては、市の土地利用対策委員会の承認、地元自治会の承諾を得ています。 

砂利採取事業の規模や配置計画は、適当、資金計画も妥当と思えること。農地側に防護柵を設置し敷地外へ
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の排水をしないことから、周辺農地への影響は、軽微と思えること。 

担当農業委員からも、特に問題なしとの報告をいただいております。 

立地基準は、農用地の不許可の例外に当たる、申請に係る農地を仮設工作物の設置その他一時転用に該当し、

（一時的な利用に供するために行うものであって）、当該利用の目的を達成する上で、当該農地を供すること

が必要と認められるものであり、かつ、農振整備計画に支障を及ぼす恐れのないものであること。工事完了後

は、元の農地に復元し、適正管理する誓約書及び耕作管理計画書も添付されていることから、許可相当と判断

いたします。 

 

以上で説明を終わります。 

 

議  長） 

 地元の委員から、事務局の説明に、何か補足説明は、ありませんでしょうか。補足のある方は、挙手をお願

いします。 

   （補足説明なし） 

 それでは、質疑に入ります。発言のある方は、挙手をお願いします。なお、質問、意見等を発言される場合

は、議席番号と氏名を言ってから発言するようお願いします。 

    

16番田中委員） 

 砂利採取後の耕作者と作目は。 

 

事務局） 

 セイシンファームが農地復元後、大濱屋がブロッコリーを耕作します。 

 

16番田中委員） 

 今まで耕作していたのは誰ですか。 

 

事務局） 

 太田牧場が牧草を耕作していました。 

 

議  長） 

 砂利採取事業後の農地は耕作できる状態にしてください。 

 

事務局） 

 わかりました。 

 

議  長） 

 他に質疑等もないようですので、採決を取ります。議案第６号「農地法第５条の規定による許可について」

の案件につきまして、許可することに賛成の方は、挙手願います。 

   （全員挙手） 

 全会一致ですので、許可することに決定いたします。 

 

議  長） 
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次に、議案第３号「農地法第３条の規定による許可について」を議案として上程します。 

事務局より説明を求めます。 

 

事 務 局） 

議案書１ページをご覧ください。 

議案第３号「農地法第３条の規定による許可について」、農地の所有権を移転し、またはその他の権利を設

定・移転しようとする農地法第３条の規定により、次のとおり申請があったので審議を求める。 

令和８年５月18日提出  磐田市農業委員会会長 大 千賀子 

 

整理番号１番、東部地区、申請地、申請人は、議案書のとおりです。申請地「西島124番1」、地目田、面積

1,187㎡です。売買による所有権移転の案件です。売買総額は、200,000円です。 

譲渡人は、東京都府中市宮町一丁目34番地の14デュオ府中1102、馬渕 勉、譲受人は、磐田市三ケ野台3

番地12、柴田 雅弘、自作地15,315㎡、借入地162,682.76㎡です。 

譲受人は、水稲や露地野菜等の栽培を行う認定農業者です。自作地近傍の当地を取得し、経営基盤の拡大を

図りたく申請します。取得後は、水稲の栽培を行う計画です。 

担当農業委員からも特に問題なしとの報告をいただいております。 

審査したところ、農地法第３条第２項の各号の許可要件を全て満たしていると判断いたします。 

 

次に、整理番号２番、竜洋地区、申請地、申請人は、議案書のとおりです。申請地「竜洋中島724番、竜洋

中島728番1」、地目田及び畑、面積1,1195㎡です。売買による所有権移転の案件です。売買総額は、5,000円

です。（4,184円/10a） 

譲渡人は、東京都世田谷区上北沢一丁目28番17号特別養護老人ホーム上北沢ホーム、亡 鷹野由子相続財

産清算人弁護士 緑川由香、譲受人は、磐田市竜洋中島750番地4、鷹野 好秀、自作地4,085㎡、借入地0.

㎡です。 

譲受人は、水稲や露地野菜等の栽培を行う兼業農家です。自作地近傍の当地を取得し、経営規模の拡大を図

りたく申請します。取得後は、水稲及びキャベツの栽培を行う計画です。 

担当農業委員からも特に問題なしとの報告をいただいております。 

審査したところ、農地法第３条第２項の各号の許可要件を全て満たしていると判断いたします。 

 

次に、整理番号３番、豊岡地区、申請地、申請人は、議案書のとおりです。申請地「敷地240番1」、地目田、

面積184㎡です。売買による所有権移転の案件です。売買総額は、5,500円です。（30,000円/10a） 

譲渡人は、愛知県豊橋市小松町59番地の10、乘松 秀明、譲受人は、磐田市敷地384番地1、乗松 純一、

自作地682㎡、借入地0㎡です。 

譲受人は、主に農業法人乗松農産として水稲や露地野菜の栽培を行う専業農家です。自作地近傍の当地を取

得し、経営基盤の安定化を図りたく申請します。台帳地目は田ですが現況は畑になっており、取得後はさつま

いもの栽培を行う計画です。 

担当農業委員からも特に問題なしとの報告をいただいております。 

審査したところ、農地法第３条第２項の各号の許可要件を全て満たしていると判断いたします。 

 

以上で説明を終わります。 

 

議  長） 
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 地元の委員から、事務局の説明に、何か補足説明は、ありませんでしょうか。補足のある方は、挙手をお願

いします。 

   （補足説明なし） 

 それでは、質疑に入ります。発言のある方は、挙手をお願いします。なお、質問、意見等を発言される場合

は、議席番号と氏名を言ってから発言するようお願いします。 

   （質問、意見なし） 

 質疑等もないようですので、採決を取ります。議案第３号「農地法第３条の規定による許可について」の案

件につきまして、許可することに賛成の方は、挙手願います。 

   （全員挙手） 

 全会一致ですので、許可することに決定いたします。 

 

議  長） 

次に、議案第４号「農地法第４条の規定による許可について」を議案として上程します。 

事務局より説明を求めます。 

 

議案書２ページをご覧ください。案内図及び配置図は１ページから２ページをご覧ください。 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可について」、農地を農地以外のものにする農地法第４条の規定

により、次のとおり申請があったので審議を求める。 

令和８年５月18日提出  磐田市農業委員会会長 大 千賀子 

 

整理番号１番、豊田地区、申請地、申請人は、議案書のとおりです。 

申請地「東原593番3」、地目畑、面積27㎡です。 

申請人は、富士市中之郷316番地の1ベルメゾン富士川302号、大橋 正、転用目的は、、自己用住宅１棟

91.09㎡です。都市計画法の「やむをえない敷地の拡大」の許可地です。申請人は、アパートに居住していま

すが、自己用住宅を持ちたく、申請するものです。 

住宅の規模や配置計画は適当、資金計画も妥当と思えること。周囲に見切りを設置し、汚水は合併浄化槽を

経由し、雨水とともに北側道路側溝へ放流することから、周辺農地への影響は軽微と思えること。 

担当農業委員からも、特に問題なしとの報告をいただいております。 

立地基準は、第１種農地の不許可の例外に当たる、他地目一体に該当し、営農上の支障が一番少ない土地で

あることから代替性もなく、許可相当と判断致します。 

 

以上で説明を終わります。 

 

議  長） 

 地元の委員から、事務局の説明に、何か補足説明は、ありませんでしょうか。補足のある方は、挙手をお願

いします。 

   （補足説明なし） 

 それでは、質疑に入ります。発言のある方は、挙手をお願いします。なお、質問、意見等を発言される場合

は、議席番号と氏名を言ってから発言するようお願いします。 

   （質問、意見なし） 

 質疑等もないようですので、採決を取ります。議案第６号「農地法第５条の規定による許可について」の案

件につきまして、許可することに賛成の方は、挙手願います。 
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   （全員挙手） 

 全会一致ですので、許可することに決定いたします。 

 

議  長） 

 次に、議案第５号「事業計画変更承認について」を議案として上程します。 

事務局より説明を求めます。 

 

事 務 局） 

議案書３ページをご覧ください。案内図及び配置図は３ページから４ページをご覧ください。 

議案第５号「事業計画変更承認について」、農地法により転用許可された後、事業計画変更の申請が次のと

おり申請があったので承認を求める。 

令和８年５月18日提出 磐田市農業委員会会長 大 千賀子 

 

整理番号１番、北部地区、申請地、申請人は、議案書のとおりです。申請地「向笠新屋700番8」、地目畑、

面積984.65㎡です。 

申請人は、今之浦五丁目1番地の1、石川建設株式会社 代表取締役 石川有造、変更目的は、令和７年５

月に、令和８年５月 31 日まで一時転用許可を受け、磐田市立総合病院の内視鏡センター増築工事のための仮

設事務所および駐車場などで使用中ですが、工事が長引き完成が遅れるため、やむなく工期延長したく申請す

るものです。  

申請人は、市内に本店住所を置き、建設事業を営む法人です。 

転用期間につきましては、当初許可日から令和８年５月１日までの期間でしたが、令和８年７月22 日まで

に延長することになります。 

担当農業委員からも、特に問題なしとの報告をいただいております。 

立地基準は、農用地の不許可の例外に当たる、申請に係る農地を仮設工作物の設置その他一時転用に該当し、

（一時的な利用に供するために行うものであって）、当該利用の目的を達成する上で、当該農地を供すること

が必要と認められるものであり、かつ、農振整備計画に支障を及ぼす恐れのないものであり、かつ、事業計画

変更承認申請では、変更後の転用事業が変更前事業と同程度、またはそれ以上に必要性があり、計画実行が確

実と認められること等の要件に該当することから、承認相当と判断いたします。 

 

次に、整理番号２番、案内図及び配置図は５ページから６ページをご覧ください。 

北部地区、申請地、申請人は、議案書のとおりです。 

申請地「向笠新屋719番9」、地目畑、面積494㎡です。 

申請人は、今之浦五丁目1番地の1、石川建設株式会社 代表取締役 石川有造、変更目的は、令和８年２

月に、令和８年６月 21 日まで一時転用許可を受け、磐田市立総合病院の内視鏡センター増築工事のための工

事車両駐車場として使用中ですが、工事が長引き完成が遅れるため、やむなく工期延長したく申請するもので

す。  

申請人は、市内に本店住所を置き、建設事業を営む法人です。 

転用期間につきましては、当初許可日から令和８年６月21日までの期間でしたが、令和８年７月22日まで

に延長することになります。 

担当農業委員からも、特に問題なしとの報告をいただいております。 

立地基準は、農用地の不許可の例外に当たる、申請に係る農地を仮設工作物の設置その他一時転用に該当し、

（一時的な利用に供するために行うものであって）、当該利用の目的を達成する上で、当該農地を供すること
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が必要と認められるものであり、かつ、農振整備計画に支障を及ぼす恐れのないものであり、かつ、事業計画

変更承認申請では、変更後の転用事業が変更前事業と同程度、またはそれ以上に必要性があり、計画実行が確

実と認められること等の要件に該当することから、承認相当と判断いたします。 

 

以上で説明を終わります。 

 

議  長） 

 地元の委員から、事務局の説明に、何か補足説明は、ありませんでしょうか。補足のある方は、挙手をお願

いします。 

   （補足説明なし） 

 それでは、質疑に入ります。発言のある方は、挙手をお願いします。なお、質問、意見等を発言される場合

は、議席番号と氏名を言ってから発言するようお願いします。 

   （質問、意見なし） 

 質疑等もないようですので、採決を取ります。議案第６号「農地法第５条の規定による許可について」の案

件につきまして、許可することに賛成の方は、挙手願います。 

   （全員挙手） 

 全会一致ですので、許可することに決定いたします。 

 

議  長） 

次に、議案第６号「農地法第５条の規定による許可について」を議案として上程します。 

事務局より説明を求めます。 

 

事 務 局） 

議案書４ページをご覧ください。案内図及び配置図は７ページから８ページをご覧ください。 

議案第６号「農地法第５条の規定による許可について」、農地を農地以外のものにするため、その農地につ

き所有権を移転し又はその他の権利を設定しようとする農地法第５条の規定により、次のとおり申請があった

ので審議を求める。 

令和８年５月18日提出 磐田市農業委員会会長 大 千賀子 

 

整理番号１番、北部地区、申請地、申請人は、議案書のとおりです。 

申請地「見付1971番3」、地目畑、面積303㎡です。使用貸借の権利設定の案件です。 

貸人は、見付2121番地1B1-3-6、伊藤 祐司、借人は、上岡田701番地2カトレア202号室、岡本 圭史、

岡本 香央里、転用目的は、分家住宅１棟90.98㎡です。 

借人は、アパートに居住していますが、何かと手狭になり、自己用住宅を持ちたく、妻の父に相談したとこ

ろ、当地を貸してもらえることになり、申請するものです。 

住宅の規模や配置計画は適当、資金計画も妥当と思えること。周囲に見切りを設置し、汚水は合併浄化槽を

経由し雨水とともに北側道路側溝へ放流することから、周辺農地への影響は軽微と思えること。 

担当農業委員からも特に問題なしとの報告をいただいております。 

立地基準は、街区に占める宅地等の面積の割合が40％を超えることから、第３種農地に該当し、許可相当と

判断致します。 

 

次に、整理番号２番、北部地区、申請地、申請人は、議案書のとおりです。案内図及び配置図は９ページ
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から10ページをご覧ください。 

申請地「大久保207番19」、地目畑、面積295㎡です。使用貸借の権利設定の案件です。 

貸人は、大久保207番地16、佐藤 真由美、借人は、岩井1907番地437ステラ・ベル201、中島 優太、

中島 菜美、転用目的は分家住宅1棟98.42㎡です。 

借人は、アパートに居住していますが、自己用住宅を持ちたく、妻の実家に相談したところ、当地を貸して

もらえることになり、申請するものです。 

住宅の規模や配置計画は適当、資金計画も妥当と思えること。汚水は合併浄化槽を経由し雨水とともに北側

道路を横断し対側の水路へ放流することから、周辺農地への影響は軽微と思えること。 

担当農業委員からも特に問題なしとの報告をいただいております。 

立地基準は、第１種農地の不許可の例外にあたる、にじみ出しに該当し、営農上の支障が一番少ない土地で

あることから代替性もなく、許可相当と判断致します。 

 

次に、整理番号３番、東部地区、申請地、申請人は、議案書のとおりです。案内図及び配置図は11 ペー

ジから12ページをご覧ください。 

申請地「大立野501番１」、地目田、面積167㎡、外２筆、合計面積945㎡です。売買による所有権移転の

案件です。売買総額は500,000円です。 

譲渡人は、大立野518番地１、太田 圭亮、譲受人は、大立野330番地１、株式会社Autob Shop Iwata 代

表取締役 小岸 薫、転用目的は、駐車場です。 

譲受人は、市内で中古車販売及び自動車整備事業を営む法人ですが、駐車スペースが不足するため、自己所

有地の東側農地に駐車スペースを確保するべく申請するものです。 

駐車場の規模や配置計画は、適当、資金計画も妥当と思えること。東側水路との境界に柵版を設置し土砂の

流出を抑え、雨水はU字溝及び東側水路へ放流することから、周辺農地への影響は軽微と思えること。 

担当農業委員からも特に問題なしとの報告をいただいております。 

立地基準は、街区に占める宅地等の面積の割合が40％を超えることから、第３種農地に該当し、許可相当と

判断致します。 

 

議案書８ページをご覧ください。案内図及び配置図は15ページから16ページをご覧ください。 

 

整理番号５番、福田地区、申請地、申請人は、議案書のとおりです。 

申請地「大原2204番１」、地目田、面積336㎡です。使用貸借の権利設定の案件です。 

使用貸人は、大原2208番地、土井 宏晃、使用借人は、海老塚1017番地グレイス・ヒロ203号室、土井 慎

一郎外１名、転用目的は、分家住宅１棟111.79㎡です。 

借人は、市内のアパートに居住していますが、何かと手狭となり、自己用住宅を持ちたく、夫の父に相談し

たところ、当地を貸してもらえることになり、申請するものです。 

住宅の規模や配置計画は適当、資金計画も妥当と思えること。汚水は公共下水道に接続し、雨水は北側道路

側溝へ放流することから、周辺農地への影響は軽微と思えること。 

担当農業委員からも特に問題なしとの報告をいただいております。 

立地基準は、相当数の街区を形成している区域内の農地であることから、第２種農地に該当し、周辺の同等

規模の土地の中で比較、検討したところ、営農上の支障が一番少ない土地であることから代替性もなく、許可

相当と判断致します。 

 

整理番号６番、豊田地区、申請地、申請人は、議案書のとおりです。案内図及び配置図は17 ページから
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18ページをご覧ください。 

申請地「上新屋758番3」、地目田、面積7.27㎡です。売買による所有権移転の案件です。売買総額は120,000

円です。 

譲渡人は、東京都江東区九丁目４番14-903号、小栗 正也、譲受人は、上新屋627番地、粟倉 髙利、転

用目的は、排水施設設置です。 

譲受人は、昭和47年に上新屋757-5に住宅を建設しました。その際に雨水排水について隣接農地を経由し

て東側水路へ放流するよう計画し、排水路を設置しました。その後、昭和 59 年に排水路部分の農地を分筆し

隣接農地所有者と売買しましたが、農地転用許可を得ないまま現在にいたります。 

本来は施設を設置する際に転用許可申請をするべきところ、現状どおりに是正するため申請するものです。

すでに埋設排水管が設置されており、東側水路へ放流されているため周辺農地への影響は軽微と思えること。 

担当農業委員からも特に問題なしとの報告をいただいております。 

立地基準は、街区に占める宅地等の面積の割合が40％を超えることから、第３種農地に該当し、許可相当と

判断致します。 

 

以上で説明を終わります。 

 

議  長） 

 地元の委員から、事務局の説明に、何か補足説明は、ありませんでしょうか。補足のある方は、挙手をお願

いします。 

   （補足説明なし） 

 それでは、質疑に入ります。発言のある方は、挙手をお願いします。なお、質問、意見等を発言される場合

は、議席番号と氏名を言ってから発言するようお願いします。 

 

議  長） 

 整理番号２番について、北側に道路があるのに、なぜ西側に進入路を設けるのか 

 

事務局） 

 配置図を見ていただくと、北側道路は建築基準法での法定外道路になっています。西側道路は建築基準法第

42条第1項道路になっているため、接道要件を満たす西側道路に進入路を設けます。 

 

 

議  長） 

 他に質疑等もないようですので、採決を取ります。議案第６号「農地法第５条の規定による許可について」

の案件につきまして、許可することに賛成の方は、挙手願います。 

   （全員挙手） 

 全会一致ですので、許可することに決定いたします。 

 

議  長） 

 以上で、農地法の審議を終了いたします。 

 

 続きまして、農業委員会へ届出並びに通知が提出されておりますが、会議時間短縮のため、報告を省略しま

すので、各自、該当のページをご一読ください。 
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全体を通しまして、ご質問、ご意見等がございましたらお願いします。 

 

他に質問、ご意見等は、ないようです。 

以上で、今月の農地法に関する審議案件並びに報告案件の議事を終了いたします。 

 

審議終了（午後２時55分） 

 

協議事項 

ありません。 

 

報告事項  

ありません。 

 

連絡事項  

ありません。 

 

 

終  了 (午後２時55分) 

 上記のとおり決する。 

 

 

農 業 委 員 会 会 長 

 

 

議 事 録 署 名 人 

 

 

議 事 録 署 名 人 


